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町
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過疎対策の視点で農業の積極対策を�

タ
ウ
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の
議
論
を
ど
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価
す
る
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柿の木剪定講習会（岸本地内）�

大
森
　
「
戸
別
所
得
補
償
制

度
」
に
つ
い
て
、
市
町
村
に

よ
っ
て
取
り
組
み
に
差
が
あ

る
よ
う
だ
。
実
態
は
ど
う
か
。�

町
長
　
水
稲
作
付
け
農
家
一
、

一
八
四
戸
の
内
、
制
度
に
参

加
し
た
農
家
が
一
、
〇
四
一

戸
で
八
十
八
％
の
参
加
率
。

定
額
部
分
の
一
万
五
千
円
は

十
二
月
中
に
受
け
取
る
予
定
。

　
転
作
関
係
は
把
握
で
き
て

い
な
い
が
、
同
様
に
支
払
わ

れ
る
予
定
。�

大
森
　
同
制
度
中
も
う
一
つ

の
事
業
で
あ
る
「
水
田
利
活

用
自
給
力
向
上
事
業
」
の
実

績
は
ど
う
か
。�

足
沢
課
長
　
集
計
を
担
当
す

る
岡
山
の
中
四
国
農
政
局
で
、

ま
だ
集
計
が
で
き
て
い
な
い
。�

大
森
　
こ
の
事
業
の
集
計
が

な
い
中
、
制
度
の
参
加
率
八

十
八
％
を
ど
う
評
価
し
て
い

る
か
。�

町
長
　
個
人
の
選
択
の
結
果
。

生
産
調
整
を
ク
リ
ア
し
、
制

度
を
必
要
と
す
る
人
に
ゆ
き

わ
た
っ
た
結
果
だ
と
思
う
。�

大
森
　
旧
農
政
の
結
果
と
し

て
過
疎
化
、
農
業
の
荒
廃
と

な
っ
た
。
複
合
的
要
因
を
抱

え
る
農
業
問
題
の
解
決
に
、

こ
の
制
度
の
積
極
的
運
用
が

不
可
欠
で
は
な
い
か
。�

町
長
　
こ
の
実
績
は
、
制
度

の
要
件
と
本
町
の
ニ
ー
ズ
の

結
果
で
あ
る
。
政
府
は
農
地

の
集
積
化
に
よ
り
、
農
業
の

構
造
改
革
を
模
索
し
て
お
り
、

小
規
模
農
家
の
選
択
を
見
守

り
た
い
。
本
町
、
県
、
国
、

農
協
、
農
協
共
済
が
そ
れ
ぞ

れ
努
力
し
た
結
果
と
考
え
る
。�

大
森
　
本
年
度
米
価
が
下
が

っ
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
巷

間
、
政
治
的
理
由
が
言
わ
れ

て
い
る
が
、
八
十
八
％
の
農

家
は
米
価
下
落
部
分
へ
の
補

填
が
あ
る
。し
か
し
、十
二
％

の
農
家
は
制
度
の
恩
恵
が
な

い
。
本
町
農
業
に
と
っ
て
十

二
％
は
、
痛
手
と
な
る
。
農

業
の
後
退
を
考
え
る
と
独
自

の
救
済
が
必
要
で
は
な
い
か
。�

町
長
　
制
度
が
あ
る
の
に
利

用
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
で
あ

る
。�

大
森
　
政
府
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉

が
と
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
が
、

Ｗ
Ｔ
Ｏ
、Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
等
、農
業

へ
の
打
撃
と
い
う
苦
い
経
験

を
踏
ま
え
、
町
長
の
所
見
は
。�

町
長
　
農
業
対
策
を
抜
本
的

に
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
。

　
社
会
情
勢
が
変
化
す
る
中
、

農
業
が
犠
牲
に
な
ら
な
い
よ

う
な
議
論
を
、
政
府
が
十
一

月
に
立
ち
上
げ
た
「
食
と
農

林
水
産
業
再
生
推
進
本
部
」

に
期
待
し
た
い
。�

����

大
森
　
学
校
統
合
す
る
理
由

と
し
て
、
少
子
化
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
統
計
学
上
の

数
字
が
強
調
さ
れ
て
い
る
一

方
、
過
疎
政
策
と
し
て
、
新

規
就
農
、
若
者
定
住
の
対
策

が
あ
る
。
過
疎
対
策
の
成
果

を
待
た
ず
に
学
校
統
合
の
結

論
を
出
す
の
は
、
早
い
の
で

は
な
い
か
。�

町
長
　
少
子
高
齢
化
社
会
の

対
応
と
し
て
、
子
供
手
当
な

ど
、
サ
ー
ビ
ス
給
付
に
力
を

入
れ
て
い
る
。
基
礎
自
治
体

と
し
て
、
子
供
を
産
み
育
て

る
保
育
所
の
充
実
を
す
る
。�

教
育
委
員
長
　
伯
耆
町
に
住

み
た
い
、
子
供
を
育
て
た
い

と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
教
育

を
め
ざ
し
て
い
る
。�

大
森
　
統
合
理
由
と
し
て
、

社
会
性
を
育
て
る
た
め
に
適

正
な
生
徒
数
が
必
要
と
し
て

い
る
が
、
適
正
数
と
は
何
か
。

適
正
規
模
を
強
調
す
れ
ば
、

地
域
の
協
力
が
得
ら
れ
ず
、

学
校
だ
け
が
責
任
を
負
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
か
。�

教
育
委
員
長
　
学
校
統
合
の

背
景
と
し
て
、
よ
り
良
い
教

育
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
を

第
一
に
考
え
て
い
る
。
そ
の

為
に
、
子
供
達
同
士
で
活
躍

で
き
る
、
あ
る
程
度
の
規
模

が
必
要
で
あ
る
。�

大
森
　
統
合
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

案
が
あ
る
が
、
財
政
的
な
理

由
で
学
校
に
よ
っ
て
教
育
環

境
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
は

な
い
か
。�

教
育
長
　
安
全
安
心
を
優
先

し
て
や
っ
て
い
る
。
統
合
計

画
が
決
ま
る
ま
で
は
、
い
ろ

い
ろ
意
見
を
聞
き
な
が
ら
や

っ
て
い
く
。�


